
【別紙 1】 

提供条件など 

I. クラウドサービス＜新プランのみ記載＞ 

【クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート】 

区分 単位 料金額 

基本 

メニュー 
＜新プランのみ＞ 

エントリプラン 

基本利用料 

（3IDまで） 
1契約ごとに月額 

4,800円 

（税込金額 5,280円） 

従量利用料 

（年間 250 通ま

で） 

契約書 1通ごとに 
200円 

（税込金額 220円） 

ライトプラン 

基本利用料 1契約ごとに月額 
10,000円 

（税込金額 11,000円） 

従量利用料 契約書 1通ごとに 
200円 

（税込金額 220円） 

コーポレートプラン 

基本利用料 1契約ごとに月額 
28,000円 

（税込金額 30,800円） 

従量利用料 契約書 1通ごとに 
200円 

（税込金額 220円） 

書類インポート 

利用料 

インポート書類保

管数 10,000件を超

える場合、10,000

件ごとに月額 

10,000円 

（税込金額 11,000円） 

ビジネスプラン（新） 

基本利用料 1契約ごとに月額 
118,000円 

（税込金額 129,800円） 

従量利用料 契約書 1通ごとに 
200円 

（税込金額 220円） 

書類インポート 

利用料 

インポート書類保

管数 10,000件を超

える場合、10,000

件ごとに月額 

10,000円 

（税込金額 11,000円） 

エンタープライズプラン 

 

基本利用料 1契約ごとに月額 お問い合わせください 

従量利用料 契約書 1通ごとに 
200円 

（税込金額 220円） 

書類インポート 

利用料 

インポート書類保

管数 10,000件を超

える場合、10,000

件ごとに月額 

10,000円 

（税込金額 11,000円） 

自治体・中

央省庁向

けメニュー 
＜新プランのみ＞ 

LGWANオプション 

月額プラン 

初期設定費用 1契約ごとに 

別の個別契約書等で 

定める 

基本利用料 1契約ごとに月額 

LGWANオプション 

年額プラン 

初期設定費用 1契約ごとに 

基本利用料 1契約ごとに年額 

備考 
１ 当社は、クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの利用開始があった日を含む料金月に係る利用料

金を適用しません。ただし、利用開始があった料金月に、クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの

廃止があった場合または自治体・中央省庁プランを除きます。 

 



２ クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの基本契約期間は、当初１年間、その後１年単位の自動更新

であり契約期間満了の１ヶ月前までに当社が別途定める書面による継続停止手続きを行わない限り、その

後１年間自動的に継続されます。 

３ 基本契約期間の途中でクラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの上位プラン変更があったときは、基

本契約期間の起算日は、変更を行った日となります。 

４ 基本契約期間の途中でクラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの廃止があったときは、クラウドサイ

ン for おまかせ はたラクサポートの廃止があった月を含む別紙２（料金表）第２項（解約金）に定める解約

金を適用します。 

５ 書類インポートは、以下の数を合計した数（以下、「インポート書類保管数」とします）に応じ、請求月の前月を

利用月として、毎月利用料金が発生します。 

・利用月の前月末日時点でインポートにより当社の使用するサーバー上に存在していた PDF ファイル(書類

インポート機能を利用したものに限る)の数 

・利用月の月初 1日時点から末日までに新たにインポートされた PDFファイルの数  

・クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートで送信または締結した数はインポート書類保管数に算入さ

れない 

６ 自治体・中央省庁向けメニューの料金額や自動更新有無等は個別契約書等にて別で定めることとします。 

７ コーポレートプラン、ビジネスプラン（新）、エンタープライズプランの基本利用料には、書類 10,000件までの書

類インポート利用料が含まれます。それを超えて書類インポートを行う場合、書類インポート利用料が必要と

なります。 

８ スタンダードプラン、スタンダードプラスプラン、ビジネスプラン（旧）、ビジネスプラスプランについては、2022

年 6月 10日以降新たにお申し込みいただくことはできません。2022年 6月 9日までに契約したものの更新

に限り提供します。また、スタンダードプラン、ビジネスプラン（旧）をご利用中の方が、新たに書類インポート

機能をご利用になられる場合、それぞれコーポレートプラン、ビジネスプラン（新）への契約変更の上、書類

インポート（新）が適用となります。 

９ エントリプランについて、ユーザ数 3ID、契約書送信数 250 通を超過してご利用された場合、上位プランへの

変更が必要となります。変更いただけない場合、ご利用を停止させていただくことがあります。 

 

【解約金】 

区分 適用条件 解約金 

クラウドサイン for  

おまかせ はたラクサポート 

基本契約期間満了日の１ヶ月前までに

解約した場合 

基本契約期間内に解約することによっ

て利用しなくなることとなった月数に申

込みプランに応じた基本利用料を乗じ

た額 

 

 

提供エリア 

日本国内のインターネット通信が利用可能なエリア 

 

 

 


